
平成２３年度

財団法人21あおもり産業総合支援センター事業計画

当センターは本県産業の活性化と活力ある地域づくりに寄与することを目的
に広範な事業を担っているが、わが国の景気は改善テンポの鈍化した状態から
徐々に脱しつつあり、本県経済も生産面に改善の動きが続いているほか、雇用
面・消費面の一部に持ち直しの兆しがうかがわれる。
このような状況下、県では平成２３年度当初予算編成方針にて「雇用の創出

・拡大 「はやぶさ時代の元気創出 「あおもり型セーフティネット 「未来」、 」、 」、
を支える人財育成と地域力再生」の４つの戦略キーワードに基づく施策の重点
化に努め、産業・雇用対策について積極的な対応を図ることとしている。
当財団としては、県と一層連携を密にしながら、本県の中小企業の中核的支

援機関として、より一層の支援強化が求められている。
このため、従前にも増した効率的、効果的な事業の遂行に努めるとともに、

産学官金連携のコーディネート機能の発揮を軸としながら、機能強化に努め、
「 」 。あおもり型産業 の創造・育成に向けた事業展開を推進していくこととする

１．産業総合支援事業
・総合相談調整事業
（１）業務遂行方針

企業が抱える技術・経営・市場開拓等の課題に対処するため、ワン
ストップサービスにより相談対応するとともに、一貫した支援を各支
援機関と連携を図りながら総合的に行う。
また、プラットフォームを構築し、産業支援情報ネットワークを活

用して情報の共有化を図るとともに、創業者・中小企業者のニーズに
適応したサービスを提供する。

（２）事業計画
（平成１２～）２，６８４千円①総合支援調整事業

新事業の創出等企業からの各種相談に対し、ワンストップサービス
で対処するため、相談窓口を開設し、課題を抱える企業に対し総合的
な支援を行う。

（平成１２～）２５，１２５千円②コーディネーター設置事業
ベンチャー・経営革新及び技術的知見を有するコーディネーターを

設置し、課題を抱える企業への一貫支援の他、研究シーズと企業ニー
ズの掘り起こしから実用化・事業化までのコーディネート活動を促進
させる。



・経営革新支援事業
（１）業務遂行方針

本県の中小企業において人材・技術・情報等の経営資源を円滑に確
保するための支援体制の整備を図るとともに、専門家派遣等の支援事
業を行い、企業の経営革新を総合的に支援する。

（２）事業計画
（平成１２～）２，６４０千円①専門家派遣事業

創業者や中小企業者が抱える経営、技術、人材、情報化等に関する
問題に対して、民間の専門家を活用し、適切な診断・助言を行う。

（平成１２～）１６４千円②設備導入診断・診断事後助言事業
設備資金の貸付を受けようとする中小企業者を対象に、設備投資計

画の妥当性等の診断を実施するとともに、設備資金の貸付を受けた企
業を対象に、効率的な計画の遂行を支援するため事後の助言を実施す
る。

・情報提供事業
（１）業務遂行方針

県内企業に対して、創業及び経営革新に関する情報をインターネッ
ト等を通じて提供する。

（２）事業計画
（平成１２～）８，４８４千円①情報基盤整備事業

県内中小企業者に対しインターネット等を活用して情報提供するた
めに、センター内の情報機器等の基盤整備を行う。

（平成１２～）９８８千円②情報収集提供事業
中小企業の経営に関する有用な情報を収集提供する。

・取引推進事業
（１）業務遂行方針

県内企業の取引拡大、推進を図るため、発注開拓を実施し取引あっ
せんを行うとともに、取引機会を増やすための商談会の開催及び各種
調査の実施、首都圏発注開拓等による情報提供、更には県内の大規模
事業等における地元企業への活用要請をする等の事業を実施する。

（２）事業計画
（平成１２～）５，４７８千円①支援体制整備円滑化事業

県内外登録企業の基本的な企業情報等の管理及びシステムの構築、
整備等を行い効率的な業務の推進を図る。

（平成１２～）１２８千円②大規模事業等関連発注開拓事業
県内に設置される大規模施設等における地元企業等の活用要請を行

う。

（平成１２～）１２６千円③窓口相談等事業
企業の受発注取引における苦情及び紛争についての相談及び事案解

決のため、顧問弁護士を活用した助言を行う。



（平成１２～）２，１２９千円④受発注情報収集提供事業
県内企業の受注機会の拡大を図るため、発注開拓を実施し取引案件

の照会やあっせんを行うとともに、各種調査の実施や首都圏の広域的
な情報提供等を行う。
また、県内企業の所有設備や自社製品、技術等をＰＲすることを目

的とした「あおもり企業ガイド（ＣＤ－ＲＯＭ 」を作成する。）

（平成１２～）２，１８２千円⑤商談会等開催事業
県内企業の取引推進を図るため、東京都内において首都圏等の発注

「 」（ ）企業を招聘して 北東北３県合同商談会 岩手県・秋田県との合同
を開催する。
また 県内においても県内及び東北管内等の発注企業を招聘した 青、 「

森県受発注交流商談会」を開催する。

（平成２０～）７０８千円⑥下請かけこみ寺事業
県内の取引に関する各種相談に対し、適切なアドバイス等を行うと

ともに、全国各地で裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）により、簡易・迅
速な紛争解決を行う。
また、下請適正取引等推進のためのガイドラインの普及啓発等を行

う。

⑦戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業
（平成２２～）５００，０００千円

先進的かつ高度な技術による新産業・新事業の創出を図るため基金
を造成し、県内企業に助成を行う。

小売商業支援事業・
（１）業務遂行方針

意欲的な中小小売商業者を対象として、時宜を得た各種情報収集・
提供に重点を置いた事業を実施する。

（２）事業計画
（平成１２～）４，３７８千円①支援体制整備事業

小売商業に関する情報及び小売商業者の経営向上に資する書籍、専
門誌を収集蓄積し、閲覧に供するとともに、データベースをＷｅｂサ
イトにより広く発信し、小売商業者等への情報の提供を促進する。

（平成１２～）８７２千円②調査分析事業
ア．調査分析事業

時宜を得たテーマで、県内小売商業者の経営動向や先進的な商業
事例等を調査・分析し、結果を広く公表することにより、小売商業
者の経営の向上を支援する。

イ 「移動研究会」の開催．
県内各地で小売商業者のグループや商店街を対象として「移動研
」 、 、究会 を開催し 商業に関する情報提供・交換等を行うことにより

当センターの支援事業利用の促進を図る。



・起業化支援事業
（１）業務遂行方針

新しい技術や独創的なアイデアを武器に、誰も手掛けていない市場
を開拓していこうとする意欲と熱意のある起業家及び創造的企業（ベ
ンチャー企業）の支援を行うことにより創造的企業の輩出及び成長を
推進する。

（２）事業計画
（平成１８～）１，０９７千円①創業支援拠点運営事業

県が設置したプレインキュベーション施設「夢クリエイト工房」を
活用して、創業準備のための場を提供するとともに、インキュベーシ
ョン・マネジャー等がアドバイスを行うことにより、県内における創
業の促進と雇用の創出を図る。
また、創業希望者や創業して間もない事業者等をサポートするため

に設置された「創業チャレンジクラブ」の会員に対し、セミナーや個
、 。別相談会等の支援事業を実施するとともに 創業準備の場を提供する

２．地域技術事業化支援事業
（１）業務遂行方針

新事業や新産業の創出を図るため、地域技術を利用した事業化に向
けた取り組みに対して各種支援を実施する。

（２）事業計画
（平成１２～）１，５０２千円①産学官交流推進事業

企業、大学等及び試験研究機関と連携し、研究課題の発掘・育成、
共同研究・事業化等の促進を図る。

（平成１２～）②研究開発促進事業
産学官による国等の提案公募型研究開発事業について、当センター

が管理法人となって国等へ提案申請するほか、研究開発事業終了後の
フォローアップ等を行う。

（平成１２～）３，０００千円③ビジネスインキュベート事業
先進的・独創的な中小企業の製品の展示・ＰＲとビジネスプランの

発表を県外で開催し、商談相手先、投資会社、事業提携会社等とのマ
ッチングを推進する。

（平成１９～）④あおもりクリエイトファンド連携事業
ファンドを運営する無限責任組合員と連携し、投資対象企業の掘り

起こしのための情報交換を定期的に実施する。

⑤グローカル産業創出・集積支援プロジェクト事業
（平成１７～）６，０８３千円

地域連携マネージャーを配置し、県内はもとより、岩手県及び秋田
県を含んだ北東北三県の産産、産学マッチングを促進し、医療・福祉
機器関連産業分野の産業集積の形成及び活性化を図る。

（平成２２～）２８，１９２千円⑥創業・起業支援人材育成事業
インキュベーション・マネジャー（ＩＭ）を設置（雇用）するとと

もに県内支援機関の職員等を対象にＩＭ養成研修及びＯＪＴによる創



業・起業の支援活動を実施することにより、ＩＭの育成と創業・起業
の促進を図る。

⑦医工等連携ライフイノベーション促進事業（新規）
２，９４８千円

産学連携や企業間連携による本県の優位性を生かした医療福祉機器
開発に向けた研究開発支援と人材の育成を推進する。

１４，２１４千円⑧あおもり産学官金連携加速化事業（新規）
産産・産学の連携体づくりから事業化までのプロセスを一貫支援す

る人材を配置するとともに、事業構想の構築支援、情報発信支援等を
実施する。

⑨県産機能性素材データベース構築普及事業（新規）
４，５３０千円

企業の研究開発の促進を図るため県内の大学と連携し、県産機能性
素材のデータベースを構築するとともに、パンフレットの作成、展示
会での出展・情報提供を実施する。

⑩課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携
９９，６６８千円支援事業（新規）

医療現場からのニーズが高く、課題解決に資する研究課題（医療機
器の開発・改良）について、地域の特色あるものづくり技術を有する
中小企業等と、それらの課題を有する医療機関や研究機関が連携した
「医工連携」により、臨床評価から実用化まで一貫した取り組みをす
る。

３．あおもり元気企業チャレンジ助成事業
（１）業務遂行方針

あおもり元気企業チャレンジ基金の運用益により創業又は中小企業
等が行う地域活性化のための事業に対し助成を行う。

（平成１９～）１０７，７８８千円（２）事業計画
創業や経営の革新を行おうとする中小企業者等に対し、新商品・新

技術開発から販路開拓等までの幅広い分野を対象とした助成を行う。
ア．中小企業者等
・助成額 ５００万円以内
・助成割合 １／２以内（雇用創出が伴う場合は２／３以内）

イ．産業支援機関等
・助成額 １００万円以内
・助成割合 １０／１０以内

４．設備貸与事業
（１）業務遂行方針

創業者及び経営基盤の強化を図る小規模企業者等に対し、機械設備
の割賦・リースを行い、県内産業の振興に資するものである。



割賦損料率及びリース料率については、社会経済情勢等を見極めな
がら低利に設定している。
また、貸与先企業に対しては、経営相談、情報提供等事後訪問によ

り、きめ細かな支援を行うものである。

（平成１２～）（２）事業計画
①事業規模（単位：千円）

年 度 平成２３年度 平成２２年度
区分 当初予算額 当初予算額
割 賦 ４８０，０００ ４８０，０００
リ ー ス ２２０，０００ ２２０，０００
合 計 ７００，０００ ７００，０００

②資金調達計画（単位：千円）
年 度 平成２３年度 平成２２年度

区分 当初予算額 当初予算額
青 森 県 ３５０，０００ ３５０，０００
金 融 機 関 ３５０，０００ ３５０，０００
合 計 ７００，０００ ７００，０００

割賦損料率及びリース料率③
区 分 平成２３年度当初料率 平成２２年度当初料率

設備貸与事業及び 貸与事業及び設備
割賦・ﾘｰｽ別 機械類貸与事業 機械類貸与事業

率 ２．１０％（２．５０％） ２．１０％（２．５０％）割 賦 損 料
． （ ． ） ． （ ． ）３年 ２ ９７０％ ２ ９９０％ ２ ９７０％ ２ ９９０％
． （ ． ） ． （ ． ）リース料率 ２ ２７５％ ２ ２９６％ ２ ２７５％ ２ ２９６％４年
． （ ． ） ． （ ． ）５年 １ ８５３％ １ ８７２％ １ ８５３％ １ ８７２％
． （ ． ） ． （ ． ）（月 額） １ ５７６％ １ ５９５％ １ ５７６％ １ ５９５％６年
． （ ． ） ． （ ． ）７年 １ ３７３％ １ ３９２％ １ ３７３％ １ ３９２％

（ ）内の数字は連帯保証人が代表者のみの場合

５．機械類貸与事業
（１）業務遂行方針

設備貸与事業を補完し、創業者、経営基盤の強化を図る中小企業及
び組合に対し、機械設備の割賦・リースを行い、県内産業の振興に資
するものである。
割賦損料率及びリース料率については、社会経済情勢等を見極めな

がら低利に設定している。
、 、 、なお 雇用の拡大に資するため 雇用創出フロンティア枠を創設し

常用従業員２名以上（新規学卒者等は１名以上）雇用する場合の料率
を引き下げる。
また、貸与先企業に対しては、経営相談、情報提供等事後訪問によ

り、きめ細かな支援を行うものである。



（平成１２～）（２）事業計画
①事業規模（単位：千円）

年 度 平成２３年度 平成２２年度
区分 当初予算額 当初予算額
割 賦 ３００，０００ ３００，０００
(うち雇用枠) （６０，０００）
リ ー ス ２００，０００ ２００，０００
(うち雇用枠) （４０，０００）
合 計 ５００，０００ ５００，０００

（ ， ）(うち雇用枠) １００ ０００

②資金調達計画（単位：千円）
年 度 平成２３年度 平成２２年度

区分 当初予算額 当初予算額
青 森 県 ５００，０００ ５００，０００
合 計 ５００，０００ ５００，０００

割賦損料率及びリース料率③
通常枠は設備貸与事業に同じ。
雇用創出フロンティア枠は下記のとおり。

区 分
平成２３年度当初料率

割賦・ﾘｰｽ別
率 １．５０％（１．９０％）割 賦 損 料

． （ ． ）３年 ２ ９３４％ ２ ９５５％
． （ ． ）リース料率 ２ ２４０％ ２ ２６１％４年
． （ ． ）５年 １ ８１８％ １ ８３７％
． （ ． ）（月 額） １ ５４１％ １ ５６２％６年
． （ ． ）７年 １ ３４３％ １ ３６２％

（ ）内の数字は連帯保証人が代表者のみの場合

④中小企業者等向け金融制度ＰＲ強化事業
（平成２２～）４，１６６千円

青森県からの委託により、制度普及推進員を雇用し、創業者及び誘
致企業等を対象に企業訪問を実施し、県の特別保証融資制度及び貸与
制度の利用促進を図る。

６．設備資金貸付事業
（１）業務遂行方針

創業者及び経営基盤の強化を図る小規模企業者等に対し、機械設備
の設備資金を無利息で貸付し、県内産業の振興に資するものである。
また、貸付先企業に対しては、経営相談、情報提供等事後訪問によ

り、きめ細かな支援を行うものである。



（平成１２～）（２）事業計画
①事業規模（単位：千円）

年 度 平成２３年度 平成２２年度
区分 当初予算額 当初予算額
貸 付 額 ２００，０００ ２００，０００
合 計 ２００，０００ ２００，０００

②資金調達計画（単位：千円）
年 度 平成２３年度 平成２２年度

区分 当初予算額 当初予算額
青 森 県 ２００，０００ ２００，０００
合 計 ２００，０００ ２００，０００

７．債務保証事業
（１）業務遂行方針

高度技術（研究開発・製品開発）を行う旧青森テクノポリス地域の
企業に対し、金融機関から低利率で必要資金の融資を受けた場合に、
その債務を保証し、技術の高度化を促進する （平成１４年度以降、。
新規の債務保証は行っていない ）。

（平成１２～）１００千円（２）事業計画
債務保証をした企業において、平成１８年度に代位弁済を履行した

ため回収業務を行う （管理企業１社）。

８．創造的企業創出支援事業
（１）業務遂行方針

新規性を有する技術・ノウハウの研究開発及びその成果の事業化を
目指す中小企業者又は創業しようとする者等の自己資本の充実を図る
ため実施した投資並びに債務保証先について、求償権の回収を行う。

（平成１２～）３８千円（２）事業計画
求償権の回収について、ベンチャーキャピタルと連携して適切な回

収業務を行う （管理企業２社）。

９．クリスタルバレイ等保証事業
・クリスタルバレイ関連産業振興事業
（１）業務遂行方針

青森県のクリスタルバレイ構想の一環として、クリスタルバレイ構
想地域（六ヶ所村）及びその他県内に立地する液晶関連企業その他の
フラットパネルディスプレイ関連企業の起業や新事業創出等の支援を
行うため、クリスタルバレイ関連産業振興基金を造成し、この基金に
よる債務保証を通じて投資の円滑化を図りクリスタルバレイ産業の集



積を促進する。

（平成１６～）１６１，９５５千円（２）事業計画
クリスタルバレイ構想地域（六ヶ所村）に立地した東北デバイス㈱

に対して、平成１８年度にクリスタルバレイ関連企業として債務保証
（再保証）を行ったものの民事再生手続き中であることから、適切に
事後管理に努める。
なお、平成２３年度にクリスタルバレイ関連産業振興基金から代位

弁済を履行し、求償権の回収については金融機関と連携して適切に回
収業務を行う。

・コミュニティビジネス等創業資金支援事業
（１）業務遂行方針

地域の活性化や雇用創出、ニュービジネスの創出等に資するため、
地域のニーズや課題に対応し、事業を通じて地域に貢献しようとする
コミュニティビジネス（ＣＢ）等へ事業資金を融資した金融機関に対
する損失補償に備えるための基金を管理する（ＣＢ等への融資制度は
平成１９年度で終了 。）

（平成１６～）（２）事業計画
平成１６～１９年度において、ＣＢ等へ事業資金を融資した金融機

関に対する損失補償に備えるため、事後管理を行う。

１０．ビジネスサポートセンター運営事業
（１）業務遂行方針

本県中小企業が首都圏で戦略的な企業活動を行うための活動拠点と
、 「 」 、して 東京八重洲口に 青森県ビジネスサポートセンター を設置し

共同オフィス等の各種施設の提供や販路開拓・情報交流事業等を通じ
本県中小企業の「首都圏での活動」を支援するとともに、大連市を中
心とした中国東北地区で戦略的な企業活動を行うための活動拠点であ
る「大連ビジネスサポートセンター」を管理する。

（２）事業計画
・青森県ビジネスサポートセンター

（平成１２～）２５，０８８千円①共同オフィス提供事業
首都圏での本県企業の活動拠点として、県内企業に長期貸しブース

等の各施設を提供することにより、企業活動を支援する。
平成２３年度から新規入居企業を対象に、長期ブース利用企業の割

引制度を導入し、利用企業の促進を図る。
ア．長期・短期貸しブースの貸出
イ．商談室、会議室等の貸出

②首都圏進出企業等受発注仲介･情報収集提供事業
（平成１２～）９５４千円

ア．首都圏の発注企業を対象とした発注ニーズ調査から発注開拓を実
施して県内企業の取引推進を図る。



イ．アドバイザーを配置し、首都圏における発注開拓と受注企業への
あっせん活動を行う。
ウ．県内企業のニーズ等に対応し情報収集を行い、ＨＰ等を通じ首都
圏情報を提供する。

（平成１２～）６８９千円③情報交換交流事業
既進出企業等を対象に、ビジネス支援のための研修会等を開催し、

首都圏進出企業の首都圏での営業活動や人的なネットワークづくりを
支援する。

１，３３７千円④首都圏進出サポート事業（新規）
県内中小企業の首都圏への進出、販路開拓を支援するため、アドバ

イザーを配置するとともに、専門家のアドバイスを受けて商品を改良
するための経費の一部助成、取引先とのマッチングの場を提供するビ
ジネスマッチングの開催等を行う。

（平成１７～）２，９９７千円・大連ビジネスサポートセンター
県内企業や個人事業者が商談等を行うビジネスサポートセンターの

管理を行う。

１１．中心市街地商業活性化推進事業
（１）業務遂行方針

中小商業を取り巻く環境変化に対応し、その活性化を図ることによ
り、本県経済の安定的な発展を促すため、商工会、商工会議所等が行
う中小商業の活性化に寄与する事業活動に対して経費を助成する。

（平成１２～）７，０００千円（２）事業計画
、 、中心市街地活性化協議会の構成員たる商工会 商工会議所等が行う

中心市街地における中小商業の活性化に寄与する事業活動に対して、
経費を助成する。
なお、当事業基金残額の１０億円については、平成２３年８月末に

、 。県に全額償還することとしており 今年度で事業完了するものである
【助成対象事業】
ア．商業関係者、地域住民等の合意を形成するための事業
イ．商業集積の魅力を高めるために必要な業種・業態の適正配置を図る

事業
ウ．複数の商店街の活性化のための広域的な商店街活動事業
エ．商業の活性化に向けた事業設計・調査・システム開発事業

１２．中小企業再生支援協議会事業
（１）業務遂行方針

、 、経営環境の悪化しつつある青森県内の中小企業に対し 多種多様で
事業内容や課題も地域性が強いという中小企業の特性を踏まえ、地域
の関係機関や外部専門家等が連携して、きめ細かに中小企業が取り組
む事業再生を支援することにより、地域経済において大きな役割を果



たす中小企業の活力の再生を図る。

（平成１５～）８１，００５千円（２）事業計画
専門的知識を有する統括責任者・副統括責任者を配置し、事業再生

に意欲を持つ青森県内の中小企業者及び金融機関等からの申し出によ
り、幅広く誠実に対応する。
中小企業者等の個別相談で把握した内容に基づき、課題の解決に向

けた適切な助言、支援施策・支援機関の紹介を行う。
また、再生計画策定支援を行うことが適当であると判断した場合に

は、外部専門家を活用しつつ、主要債権者等との連携を図りながら具
体的で実現可能な再生計画の策定支援を行う。
さらに、主要債権者と連携の上、外部専門家の協力を得て、再生計

画策定支援が完了した後の相談企業の計画達成状況等について、モニ
タリングを行う。

１３．若年者就職支援事業
（１）業務遂行方針

ジョブカフェあおもり内において、若年失業者やフリーター等の若
者を広く対象に、安定した雇用に結びつけることや若年労働者の早期
離職を防止するために、雇用対策関連事業（就職支援ガイダンス･企
業説明会の開催、若年者に対する職場実習の実施、フリーター･年長
フリーター等支援セミナーの開催等）を行う。

（平成１６～）３８，４７４千円（２）事業計画
若年者の職場定着を図るため、採用内定者及び若年労働者に対する

講習会や、若年者が地域の事業所に関する理解を深めるため、就職支
援ガイダンス・企業説明会を開催し、実務能力の向上を図るため職場
実習を実施する。
また、各種セミナーを開催し、職業適性診断を実施する。

１４．中小企業若年者雇用環境整備推進事業
（１）業務遂行方針

地域中小企業の特性や実情に通じたコーディネーターを中心とし
て、新卒者やフリーター等の若年者の雇用に意欲的な中小企業等の開

、 、拓や雇い入れの体制整備等を行い 若年者の雇用の確保を図るために
環境整備事業を行うものである。

（昨年度事業と組替）１８，５９２千円（２）事業計画
２名の｢企業開拓推進員｣を雇用し、中小企業団体や教育団体等のネ

ットワークを構築し、研修事業、情報発信事業、交流事業、定着支援
事業、コンサルティングなどの事業を実施する。



１５．ジョブカフェあおもり推進事業
（１）業務遂行方針

若年者を巡る厳しい雇用情勢の下、若年人材の育成を図るため、学
生・生徒、フリーター、若年求職者等に対し、カウンセリングから研
修等までの一貫した就職支援・人材育成サービス等をきめ細かく提供
する事業を実施する。

（２）事業計画
（平成１６～）１９，４２６千円①ジョブカフェあおもり運営事業

若年者就職支援を推進するために設置されたジョブカフェあおもり
の運営を行う。

（平成１６～）７０，５３０千円②ジョブカフェあおもり推進事業
若年者就職支援のため、カウンセリング等事業を行う。

２１２，３３６千円③学卒未就職者早期就職支援事業（新規）
新規学卒者等の早期就職を支援するため、１０名の｢早期就職サポ

ーター等」を雇用し、３か月間の座学研修及び企業での実務研修を行
なうことで社会人としてのスキルアップ等を図ることにより学卒未就
職者の早期就職を支援する。

２０，８４７千円④若年者就職・定着促進支援事業（新規）
高校生及び保護者向けの就労意識形成のためのハンドブックの作成

及びセミナー・企業見学会を開催し、就業・定着促進を支援する。
４名の｢定着促進コーディネーター｣を雇用し、高校生のインターン

シップを受け入れる企業を集中的に開拓し、情報発信事業を行なう。

１６．オーダーメイド型貸工場モデル事業
（１）業務遂行方針

むつ小川原開発地区にフラットパネルディスプレイに関連した産業
の集積を目指すクリスタルバレイ構想を推進するため、平成１３年度
に当該地区にモデル工場として建設した、オーダーメイド型貸工場の
賃貸の管理運営に努める。

（平成１３～）１，１５７，５１３千円（２）事業計画
相和物産（株）と入居に係る覚書を取り交わしたが、本年５月中旬

を目途に新たな合弁会社等の入居企業と賃貸借契約を締結することと
し、今後２０年間の償還管理を行う。


